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   令和５年度久慈市健全化判断比率等の審査意見について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19年法律第 94号）第３条第１項

及び第 22条第１項の規定により審査に付された令和５年度久慈市健全化判断比率等

を審査したので、その結果について次のとおり意見を提出する。 
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令和５年度久慈市健全化判断比率審査意見書 

 

第１ 審査の対象 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により審査に付さ 

れた健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

第２ 審査の期間 

  令和６年７月 17日から令和６年７月 26日まで 

 

第３ 審査の方法 

 １ 審査に付された健全化判断比率が法令等に基づき適正に算定されているか否か

について審査した。 

２ 健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されてい

るか否かについて審査した。 

 ３ その他必要に応じて関係職員から説明を求めるなど、通常必要とされる審査手

続によって審査した。 

 

第４ 審査の結果 

１ 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適

正に作成されているものと認められた。 

２ 健全化判断比率は、次のとおりである。 

（単位：％） 

区 分 
令 和 

５年度 

令 和 

４年度 

令 和 

３年度 

令 和 

２年度 

令 和 

元年度 

早期健全

化 基 準 

実 質 赤 字 比 率 － － － － －   13.11 

連結実質赤字比率 － － － － －   18.11 

実質公債費比率 11.3 11.6  12.5  13.6  14.2  25.0  

将 来 負 担 比 率 88.0 84.4 104.3 120.8 132.8 350.0 

(1)  実質赤字比率は、実質赤字額がないことから数値は算定されないものである。 

(2)  連結実質赤字比率は、連結実質赤字額がないことから数値は算定されない

ものである。 

(3)  実質公債費比率は 11.3％で、早期健全化基準の 25.0％を下回っている。 

(4)  将来負担比率は 88.0％で、早期健全化基準の 350.0％を下回っている。 
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３ 財政健全化判断比率について 

(1)  実質赤字比率 

     一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。 

一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標

ともいえる。 

 
 

実質赤字比率 
  ＝ 

－％ (-9.87) 

一般会計等の実質赤字額（ －1,138,467 千円 ） 

標準財政規模（ 11,534,364 千円） 

    ※１ 一般会計等とは、一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計で、当市の 

場合は、一般会計となっている。 

        ※２ 比率がマイナス値の場合は、実質黒字を示す。 

           

(2) 連結実質赤字比率 

     公営企業を含む全会計を対象とした実質赤字額または資金の不足額の標準

財政規模に対する比率。 

すべての会計の赤字と黒字を合算して赤字の程度を指標化し、地方公共団

体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえる。 

 

連結実質赤字比率 
  ＝ 

－％  (-24.41) 

連結実質赤字額（ －2,816,380 千円 ） 

標準財政規模（ 11,534,364 千円） 

 

実質公債費比率(%) 将来負担比率(%) 

※１ 

※２ 
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(3)  実質公債費比率 

     一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本と

した額に対する比率。 

借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金

繰りの程度を示す指標ともいえる。 
 

実質公債費比率 
（単年度）＝ 

10.89％ 

①元利償還金  ②準元利償還金  ③特定財源  ④元利償還金・準元利償還金に 

    係る基準財政需要額算入額 

2,407,397千円 ＋ 417,769千円 － 11,435千円 － 1,747,480千円 

  ⑤標準財政規模    ④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 11,534,364千円 － 1,747,480千円 

実質公債費比率 

(３か年平均)＝ 

11.3％ 

令和５年度   令和４年度   令和３年度 

（ 10.89 ＋ 12.19 ＋ 10.95 ）÷３ 

 

(4)   将来負担比率 

地方公社や損失補償を行っている出資法人等（※１）に係るものも含め、一般

会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対す

る比率。 

借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化

し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえる。 
 

将来負担比率 
  ＝ 

88.0％ 

① 将来負担額         ②充当可能財源等 

28,066,705 千円 － 19,451,819 千円(1,891,807 + 17,560,012) 

③標準財政規模      ④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 11,534,364 千円 － 1,747,480 千円 

    ※１ 対象となる出資法人等は、なしとなっている。 

※２ 充当可能財源等＝(充当可能基金額等＋地方債残高に係る基準財政需要額算入見込額) 

 

第５ 審査意見 

   本年度決算に基づく財政健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っ

ている。 

実質公債費比率は、プライマリーバランスの堅持により、令和３年度からの３

か年平均では、前年度より 0.3ポイント減少し、11.3％となり、改善が図られて

いる。将来負担比率は、基金の取崩しによる充当可能財源の減少等により、前年

度より 3.6ポイント上昇し、88.0％となっている。 

   今回求められた比率は国の早期健全化基準値以下であるが、今後とも中長期的

視点に立った財政運営に努められたい。 

※２ 
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令和５年度久慈市資金不足比率審査意見書 

 

第１ 審査の対象 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22条第１項の規定により審査に付 

された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

第２ 審査の期間 

 令和６年７月 17日から令和６年７月 26日まで 

 

第３ 審査の方法 

 １ 審査に付された資金不足比率が法令等に基づき適正に算定されているか否かに

ついて審査した。 

２ 資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されてい

るか否かについて審査した。 

 ３ その他必要に応じて関係職員から説明を求めるなど、通常必要とされる審査手

続によって審査した。 

 

第４ 審査の結果 

１ 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正

に作成されているものと認められた。 

２ 資金不足比率は、次のとおりである。 

（単位：％） 

区 分 
令 和 

５年度 

令 和 

４年度 

令 和 

３年度 

令 和 

２年度 

令 和 

元年度 

経営健全

化 基 準 

水 道 事 業 会 計 － － － － － 20.0 

下 水 道 事 業 会 計 

（漁業集落排水事業） 
－ － － － － 20.0 

下 水 道 事 業 会 計 

（公共下水道事業） 
－ － － － － 20.0 

魚 市 場 事 業 

特 別 会 計 
－ － － － － 20.0 

   水道事業会計、下水道事業会計（漁業集落排水事業）、下水道事業会計（公共

下水道事業）及び魚市場事業特別会計は、いずれも資金不足額がないことから資

金不足比率は算定されないものである。 
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３ 資金不足比率について 

公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率。 

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して

指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえる。マイナスは資金不足

がないこと、プラスは資金不足があることを示す。 

 

(1)  法適用企業 

ア 水道事業会計 

資金不足比率 
   

－％  ＝ 
 

(-163.4％) 

 

資金の不足額       ①流動負債        ②流動資産       ③控除企業債等 

 -1,105,596 千円（433,623 千円－1,156,650 千円－382,569 千円） 

 

事業の規模       ④営業収益額      ⑤受託工事収益額  

  676,300 千円（ 676,300 千円 － 0 千円 ） 

※１ 資金の不足額＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こし 

          た地方債の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額 

        であるが、該当がない項目は省略して記載している。 

     ※２ マイナス値の場合は資金不足比率なしとなる。 

    

  イ 漁業集落排水事業会計 

資金不足比率 
   

－％  ＝ 
 

(-128.3％) 

 

資金の不足額    ①流動負債       ②流動資産      ③控除企業債等 

 -29,870千円（ 111,776 千円 － 42,426千円 － 99,220 千円） 

 

事業の規模     ④営業収益額     ⑤受託工事収益額  

  23,275 千円（ 23,275 千円 － 0 千円 ） 

 

    ウ 公共下水道事業会計 

資金不足比率 
   

－％  ＝ 
 

(-170.4％) 

 

資金の不足額    ①流動負債       ②流動資産      ③控除企業債等 

 -459,116千円（ 633,725 千円 －726,716千円 －366,125 千円） 

 

事業の規模       ④営業収益額   ⑤受託工事収益額  

 269,298 千円（ 269,298千円 － 0 千円 ） 

 

 

 

 

 

※１ 

※２ 
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(2)  法非適用企業 

 魚市場事業特別会計 

資金不足比率 
   

－％   ＝ 
 

(0.0％) 

 

資金の不足額     ①歳出               ②歳入 

     0 千円（ 16,603 千円 －  16,603 千円 ） 

 

事業の規模   ③営業収益相当収入額  ④受託工事収益相当収入額  

 7,217 千円（  7,217 千円 － 0 千円 ） 

 

 第５ 審査意見 

    本年度決算に基づく資金不足比率は、いずれも経営健全化基準を下回ってい 

   る。 

    今後においても、資金不足が生じないよう自らの経営等について的確な現状 

   把握を行ったうえで、中長期的視点に立った経営に努められたい。 
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参考資料 

 それぞれの比率の対象となる会計等は次のとおりである。 

 

区 分 会 計 名 

実

質

赤

字

比

率 

連
結
実
質
赤
字
比
率 

実
質
公
債
費
比
率 

将

来

負

担

比

率 

資

金

不

足

比

率 

一
般
会
計
等 

一般会計 一般会計      

一般会計等に属する 

特別会計 
 － 

公
営
事
業
会
計 

公営企業に係る特別

会計以外の特別会計 

国保特別会計事業勘定 

国保特別会計直営診療施設勘定 

後期高齢者医療特別会計 

     

公
営
企
業
会
計 

法適用企業 

水道事業会計 

漁業集落排水事業会計 

公共下水道事業会計 

     

法非適用企業 魚市場事業特別会計 
     

一部事務組合・広域連合等 ※１      

地方公社、第三セクター等 ※２      

※１ 関係する一部事務組合等 

   久慈広域連合 

※２ 関係する第三セクター等 

   算定対象となる法人はない 

 


